
調 査 計 画 

１ 調査の名称 

漁業センサス 

２ 調査の目的 

本調査は、統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「法」という。）に基づき、漁業

センサス（法第２条第４項第３号に規定する基幹統計）を作成し、我が国の漁業の生

産構造、就業構造及び漁村、水産物流通・加工業等の漁業を取りまく実態を明らかに

するとともに、我が国の水産行政の推進に必要な基礎資料を整備することを目的とす

る。 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲 

ア 海面漁業（注１）調査

原則として、海面に沿う市区町村及び漁業法（昭和 24年法律第 267号）第 86条

第１項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村 

イ 内水面漁業（注２）調査

全国

ウ 流通加工調査

全国
（注１）「海面漁業」とは、海面（サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。）において営

む水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。 

（注２）「内水面漁業」とは、共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定める湖沼において水産動植物の採

捕の事業または内水面（海面漁業に規定する湖沼を除く。）において営む養殖業をいう。 

（２）属性的範囲 

ア 海面漁業調査

（ア）漁業経営体調査票

漁業経営体（後記５（２）に掲げる基準となる期日前１年間に海面漁業又は内

水面漁業を営んだ世帯又は事業所をいう。前記３（１）ア記載の市区町村の区域

外にある海面漁業に係る漁業経営体であって行政施策上農林水産大臣が必要と

認めるものを含む。）のうち海面漁業に係る漁業経営体。 

（イ）海面漁業地域調査票 

漁業協同組合（内水面組合（水産業協同組合法（昭和 23年法律第 242号）第

18条第２項の内水面組合をいう。以下同じ。）を除く。） 

イ 内水面漁業調査

（ア）内水面漁業経営体調査票

ａ 内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他
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の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む

漁業経営体  

ｂ 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業

経営体 

（イ）内水面漁業地域調査票 

内水面組合 

ウ 流通加工調査 

（ア）魚市場調査票 

魚市場（注３） 

（イ）冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所 
（注３）「魚市場」とは、後記５（２）に掲げる基準となる期日前１年間に漁船により水産物の直接水揚げがあった市場及び漁船

の直接水揚げがなくても、陸送により生産地から水産物の搬入を受けて、第一次段階の取引を行った市場をいう。 

 

 

４ 報告を求める者 

（１）数（注４） 

ア 海面漁業調査 

（ア）漁業経営体調査票 

約９万５千経営体 

（イ）海面漁業地域調査票 

約 950組合 

イ 内水面漁業調査 

（ア）内水面漁業経営体調査票 

約 5,500経営体 

（イ）内水面漁業地域調査票 

約 1,000組合 

ウ 流通加工調査 

（ア）魚市場調査票 

約 850市場 

（イ）冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

約１万事業所 
（注４） 報告者数は、平成 25年度調査の実績 

 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

各調査票に係る客体名簿を母集団名簿として利用する。 

客体名簿は、海面漁業調査の漁業経営体調査票に係る名簿については市区町村

が、それ以外の調査票に係る名簿については地方農政局等（「地方農政局等」とは、

地方農政局、北海道農政事務所及び内閣府沖縄総合事務局の農林水産センターをい

う。以下同じ。）の長が、調査の実施に先立ち作成する名簿で、各名簿に記載され

た者のすべてに対し調査を行う。 
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（３）報告義務者 

報告義務者は、後記５（１）のアからウに掲げる事項について、それぞれ報告し

なければならない。 

ア 海面漁業調査 

（ア）漁業経営体調査票 

漁業経営体を代表する者 

（イ）海面漁業地域調査票 

漁業協同組合を代表する者 

イ 内水面漁業調査 

（ア）内水面漁業経営体調査票 

内水面漁業経営体を代表する者 

（イ）内水面漁業地域調査票 

内水面組合を代表する者 

ウ 流通加工調査 

（ア）魚市場調査票 

魚市場を開設する者 

（イ）冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者 

 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は、別添１を参照） 

ア 海面漁業調査 

（ア）漁業経営体調査票 

ａ 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 

ｂ 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 

（イ）海面漁業地域調査票 

ａ 資源管理・漁場改善の取組 

ｂ 会合・集会等の開催状況 

ｃ 活性化の取組 

イ 内水面漁業調査 

（ア）内水面漁業経営体調査票 

ａ 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況 

ｂ 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況 

（イ）内水面漁業地域調査票 

ａ 組合員数 

ｂ 漁場環境 

ｃ 遊漁の状況 

ｄ 活性化の取組 
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ウ 流通加工調査 

（ア）魚市場調査票 

ａ 魚市場の施設及び取扱高 

ｂ その他魚市場の現況を把握するために必要な事項 

（イ）冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

ａ 事業内容 

ｂ 従業者数 

ｃ その他冷凍・冷蔵、水産加工場の現況を把握するために必要な事項 

 

（２）基準となる期日又は期間 

ア 海面漁業調査、内水面漁業調査 

平成 30年 11月１日現在 

（一部の項目については、過去１年間（平成29年11月１日から平成30年10月31日）

の実績） 

イ 流通加工調査 

平成 31年１月１日現在 

（一部の項目については、平成30年11月１日現在又は過去１年間（平成30年１月１

日から平成30年12月31日）の実績） 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織 

ア 海面漁業調査漁業経営体調査票 

農林水産省－都道府県－市区町村－調査員－報告者 

イ 海面漁業調査海面漁業地域調査票、内水面漁業調査内水面漁業地域調査票及び流

通加工調査魚市場調査票 

（ア） 地方農政局の管轄区域 

農林水産省－地方農政局－報告者 

（イ） 北海道 

農林水産省－北海道農政事務所－報告者 

（ウ） 沖縄県 

農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－報告者 

ウ 内水面漁業調査内水面漁業経営体調査票 

（ア）地方農政局の管轄区域 

農林水産省－地方農政局－調査員－報告者 

農林水産省－地方農政局－報告者 

（イ）北海道 

農林水産省－北海道農政事務所－調査員－報告者 

農林水産省－北海道農政事務所－報告者 

（ウ）沖縄県 
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農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－農林水産センター－調査員－報告者 

農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－農林水産センター－報告者 

エ 流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

（ア）地方農政局の管轄区域 

農林水産省－地方農政局－調査員－報告者 

（イ）北海道 

農林水産省－北海道農政事務所－調査員－報告者 

（ウ）沖縄県 

農林水産省－内閣府沖縄総合事務局－農林水産センター－調査員－報告者 

 

（２）調査方法（■調査員調査 ■郵送調査 ■オンライン調査 ■その他（職員調査）） 

ア 海面漁業調査漁業経営体調査票 

調査員が調査票を配布・回収する自計申告の方法により行う。なお、報告者の協

力が得られる場合は、政府統計共同利用システム（以下、「オンライン調査システ

ム」という。）により、調査票を回収する自計申告の方法により行う。ただし、報

告者が面接聞き取りによる調査（他計報告）を希望した場合は、調査員による報告

者に対する面接聞き取りを行う。 

  イ 海面漁業調査海面漁業地域調査票、内水面漁業調査内水面漁業地域調査票、流通

加工調査魚市場調査票 

農林水産省本省から報告者に対して、調査票を郵送により配布し、オンライ

ン（電子メール）により回収する自計申告の方法により行う。ただし、報告者の

事情によりオンライン（電子メール）による回答ができない場合は、郵送により

調査票を回収する自計申告の方法により行う。 

  ウ 内水面漁業調査内水面漁業経営体調査票 

①  調査員が調査票を配布・回収する自計申告の方法により行う。なお、報告者の

協力が得られる場合は、オンライン調査システムにより、調査票を回収する自計

申告の方法により行う。ただし、報告者が面接聞き取りによる調査（他計報告）

を希望した場合は、調査員による報告者に対する面接聞き取りを行う。 

②  地方農政局等から報告者に対して、調査票を郵送により配布・回収する自計申

告の方法により行う。なお、報告者の協力が得られる場合は、オンライン調査シ

ステムにより、調査票を回収する自計申告の方法により行う。ただし、郵送又は

オンライン調査システムにより回収できなかった調査票は、地方農政局等の職員

が回収する自計申告の方法により行う。 

エ 流通加工調査冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

調査員が調査票を配布・回収する自計申告の方法により行う。なお、報告者の協

力が得られる場合は、オンライン調査システムにより、調査票を回収する自計申告

の方法により行う。 
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７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

５年（西暦の末尾が「３」と「８」の年に実施） 

 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

ア 海面漁業調査、内水面漁業調査 

調査票の配布：平成 30年 10月 15日 

調査票の回収：平成 30年 11月 20日 

イ 流通加工調査 

調査票の配布：平成 31年１月 10日 

調査票の回収：平成 31年１月 31日 

 

 

８ 集計事項（詳細は、別添２を参照） 

（１）海面漁業調査 

ア 漁業経営体調査票 

（ア）漁業経営に関する事項 

ａ 経営組織別漁業経営体数 

ｂ 経営体階層別漁業経営体数 

ｃ その他 

（イ）漁船に関する事項 

ａ 規模別漁船隻数 

ｂ その他 

（ウ）個人経営体に関する事項 

ａ 自営漁業の専兼業別個人経営体数 

ｂ その他 

（エ）漁業従事者に関する事項 

    家族・雇用者別漁業従事者数 

イ 海面漁業地域調査票 

（ア）資源管理の内容別取組数 

（イ）会合・集会等の回数別漁業地区数 

（ウ）活性化の活動内容別漁業地区数 

（エ）その他 

 

（２）内水面漁業調査 

ア 内水面漁業経営体調査票 

（ア）湖沼漁業に関する事項 

ａ 経営体階層別漁業経営体数 

ｂ 漁業種類別漁業経営体数 

ｃ 漁船隻数 
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ｄ 世帯数及び世帯員数並びに兼業状況 

ｅ その他 

（イ）内水面養殖業に関する事項 

ａ 養殖種類別漁業経営体数 

ｂ 養殖種類別世帯数及び世帯員数並びに兼業状況 

ｃ 養殖魚種別漁業経営状況 

ｄ その他 

イ 内水面漁業地域調査票 

（ア）漁場環境別漁協数 

（イ）活性化の取組別漁協数 

（ウ）その他 

 

（３）流通加工調査 

ア 魚市場調査票 

（ア）開設者の種類別市場数 

（イ）市場の規模別市場数 

（ウ）その他 

イ 冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

（ア）形態別工場数 

（イ）冷蔵・凍結能力別工場数 

（ウ）加工種類別工場数 

（エ）その他 

 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表の方法 

概要及び詳細とも、インターネット（農林水産省ホームページ及び e-Stat）及び

印刷物により公表する。 

 

（２）公表の期日 

概要については、平成 31年８月末までに行う。 

詳細については、平成 31年 12月末以降、順次公表する。 

 

 

10 使用する統計基準 

漁業経営体、漁業協同組合、内水面漁業経営体、内水面組合、魚市場、水産加工業

並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を調査対象とし、全国、大海区、都道府県、市

区町村等の表章区分を行うことから、日本標準産業分類等統計基準は使用しない。 
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11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

 保存期間 保存責任者 

調査票 ３年 農林水産省大臣官房 

統計部長 調査票の内容を収録した電磁的記録媒体 永年 

 

 

12 立入検査等の対象とすることができる事項 

本調査の事務に従事する職員は、正確な報告を確保する特段の必要があるときは、

前記５（１）に掲げる事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、

帳簿、書類、その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 
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（調査事項） 

ア 海面漁業調査 

（ア）漁業経営体調査票 

ａ 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況 

ｂ 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況 

（イ）海面漁業地域調査票 

ａ 資源管理・漁場改善の取組 

ｂ 会合・集会等の開催状況 

ｃ 活性化の取組 

イ 内水面漁業調査 

（ア）内水面漁業経営体調査票 

ａ 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況 

ｂ 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況 

（イ）内水面漁業地域調査票 

ａ 組合員数 

ｂ 漁場環境 

ｃ 遊漁の状況 

ｄ 活性化の取組 

ウ 流通加工調査 

（ア）魚市場調査票 

ａ 魚市場の施設及び取扱高 

ｂ その他魚市場の現況を把握するために必要な事項 

（イ）冷凍・冷蔵、水産加工場調査票 

ａ 事業内容 

ｂ 従業者数 

ｃ その他冷凍・冷蔵、水産加工場の現況を把握するために必要な事項 

 

別添１ 
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